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今 週 の 専 門 用 語

特別徴収税額通知（納税義務者用）

事業所得該当性
　事業所得該当性は、①営利性・有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の
計算と危険による企画遂行性の有無、④当該業務に費やした、精神的・肉体的労力の
程度、⑤人的、物的設備の有無、⑥その者の職業、経歴及び社会的地位、⑦生活状
況、及び⑧当該業務をすることにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られ
る可能性が存するかどうか、の主に8つの要素から判定される。最終的には、これら
の各要素を総合的に検討した上で、社会通念に照らして判断すべきと解されている。

特定事業者及び特定事業者等
　中小企業等経営強化法の「中小企業者」は資本金及び従業員数により定義されて
いるが、中小企業等経営強化法の改正により、経営力向上計画などについては、資本
金によらない新しい支援対象類型として「特定事業者」及び「特定事業者等」が創設
された。従業員数のみが基準とされ「製造業等は500人以下」「卸売業は400人以
下」「サービス業・小売業は300人以下」と4業種分類ごとに定義（別途政令指定業
種あり）。「特定事業者等」は全業種一律に従業員数2,000人以下と定義されている。

　個人向けの特徴税額通知のこと。平成30・	31年度改正と電子化が見送られてき
たが、令和3年度改正でついに実現した。通知を電子的に納税義務者に送付する体制
の整った特徴義務者で、かつ、電子的な送付を希望する事業者は、給与支払報告時に
eLTAXで電子的送付の希望を市区町村に申し出る。この申し出は任意であり、工場
等の現場を抱える場合など、電子的送付の体制が整っていない特徴義務者は、従来通
り紙で通知を受け取る。電子化の施行は令和6年度とされている。
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◆20世紀の作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキーは、バ
レエ音楽「春の祭典」「火の鳥」「ペトルーシュカ」「プル
チネルラ」などで有名。◆ストラヴィンスキーと親交の
あった巨匠指揮者が1967年に録音した「ペトルーシュ
カ」は失敗とみなされ発売が見送られた。ただ後に日の

目を見たその録音は、他の演奏とは大きく趣を異にするものの独特
のアプローチを支持する向きもある。◆楽譜は指揮者、演奏家らに
より解釈が加えられるが、文章（テキスト）にも様々な解釈が生じ
るところ。最近、重加算税の賦課について判示した「ことさら過
少」最高裁判決に対する解釈の複雑さを改めて感じた。	 （TN）
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